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平成２２年度老人福祉・介護関係税制改正に関する要望書 

 
１ 介護費用に係る所得控除制度の創設                〔所得税、個人住民税〕 

要援護高齢者・障害者の介護に要する費用に係る控除制度を、現行の医療費控除と切り離して

創設すること。 
 
２ 「協調融資」に伴う抵当権の設定における登録免許税の非課税制度の改善   〔登録免許税〕 

従来、社会福祉法人では、その施設整備に関し、独立行政法人福祉医療機構からの融資により

行ってきたことから、<抵当権の設定の登記>において非課税とされてきた。 
近年、福祉医療機構と民間金融機関との協調融資により資金調達を行う制度がスタートしてお

り、「抵当権の設定の登記」において、福祉医療機構分は非課税、民間金融機関分は課税という

事態が生じている。 
民間金融機関からの資金調達が進んでいる今日、社会福祉法人における<抵当権の設定の登記>

について非課税とするとともに、民間金融機関の融資利用済の案件全般について、<非課税措置の

遡及適用>を実施していただきたい。 
 
３ 長寿医療制度（後期高齢者医療制度）及び介護保険制度の保険料に係る社会保険料控除の適用

に関する特例措置の創設                      〔所得税、個人住民税〕 

長寿医療制度及び介護保険制度の被保険者が特別徴収の方法により支払った長寿医療制度及び

介護保険制度の保険料については、当該被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族のいずれ

かが支払ったものとみなして社会保険料控除の適用を可能とすること。 
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